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一 
「
誹
諧
歌
」
の
表
記
と
藤
原
清
輔 

 

最
初
の
勅
撰
和
歌
集
と
し
て
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
選
進
さ
れ
た
古
今
和
歌
集
（
以
下
、
古
今
集
と
呼

ぶ
）
全
二
十
巻
の
う
ち
、
巻
第
十
九
の
冒
頭
に
は
「
雑
体
」
と
い
う
部
立
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
雑

体
」
部
は
、
さ
ら
に
「
短
歌
」
「
旋
頭
歌
」
「
誹
諧
歌
」
の
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
は
、

そ
の
う
ち
の
「
誹
諧
歌
」
と
い
う
小
部
立
名
の
、
特
に
表
記
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

『
古
今
和
歌
集
』
の
、
清
輔
本
諸
本
を
は
じ
め
と
す
る
由
緒
あ
る
伝
本
で
は
、
こ
の
小
部
立
名
は
ほ
と
ん

ど
例
外
な
く
「
誹
諧
歌
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
「
俳
諧
歌
」
と
い
う
表
記
は
、
伝
後
鳥
羽
院
筆
本
以
外
の
本

に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
片
桐
洋
一
氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
〈
平
成
十

年
・
講
談
社
〉
等
）
。
こ
の
事
実
は
、
古
く
平
安
時
代
末
期
か
ら
知
ら
れ
て
い
て
、
清
輔
本
古
今
集
（
前
田

家
本
）
に
は
、
こ
の
部
分
に
藤
原
清
輔
に
よ
る
次
の
よ
う
な
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
以
下
、
漢
文
に
は

読
解
の
た
め
句
読
点
を
加
え
た
。
） 

誹
諧
有
二
九
種
名
一
。
一
俳
諧
、
二
誹
諧
、
三
俳
謔
、
四
滑
稽
、
五
諧
讔
、
六
謎
字
、
七
空
戯
、
八
鄙

諺
、
九
俚
言
。
或
書
如
レ

此
。
但
以
二
誹
諧
一
多
称
二
佪
諧
一
而
称
レ

非
条
不
審
。
如
レ

字
ハ
有
レ

謂
歟
。
俊
頼

自
筆
本
ニ
ハ
俳
諧
ト
書
レ

之
。 

 

以
上
は
、
昭
和
三
年
刊
の
尊
経
閣
叢
刊
の
翻
刻
に
よ
っ
て
い
る
が
、
「
但
以
二
誹
諧
一

多
称
二
佪
諧
一
而
称
レ

非
条
不
審
」
の
部
分
な
ど
に
は
誤
写
に
よ
る
誤
字
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
ま
ま
で
は
文
意
が
通
じ
が

た
い
。
特
に
「
佪
諧
」
は
も
と
「
俳
諧
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

ま
た
、
同
じ
清
輔
の
『
奥
義
抄
』
（
上
巻
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。
小
字
二
行
書
き
の
部

分
は
慶
安
五
年
版
本
や
『
日
本
歌
学
大
系
』
本
な
ど
に
見
え
る
一
方
、
こ
の
部
分
を
持
た
な
い
伝
本
も
あ
る

が
、
右
に
引
い
た
注
記
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
も
清
輔
自
身
の
意
見
と
考
え
て
問
題
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
拾
遺
」
と
あ
る
の
は
正
し
く
は
「
後
拾
遺
」
。
な
お
、
「
委
趣
は
下
巻
に
あ
り
」
と
あ
る
が
、
下
巻
で
な

く
「
下
巻
余
（
灌
頂
巻
）
」
に
、
「
誹
諧
歌
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
注
記
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
す

べ
て
「
誹
諧
」
と
表
記
さ
れ
て
い
て
、
「
俳
諧
」
と
の
表
記
の
違
い
は
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。 

八
、
誹
諧
歌 

滑
稽
也
。
委
趣
は
下
巻
に
あ
り
。
（
以
下
小
字
二
行
書
き
）
〔
誹
、
音
非
也
。
無
二
俳
音
一
。
可
レ

用
二

俳
字
一
云
々
。
雖
レ

然
古
今
・
拾
遺
等
皆
以
用
二
誹
字
一
、
尤
不
審
也
。
〕 

 

清
輔
本
古
今
集
（
前
田
家
本
）
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
清
輔
は
「
俳
諧
」
と
「
誹
諧
」
の
二
種
類
の
表
記
を
、

は
っ
き
り
と
区
別
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
う
え
で
、
両
者
を
含
む
「
九
種
」
の
総
称
と
し
て
「
誹

諧
」
と
い
う
表
記
を
ひ
と
ま
ず
用
い
つ
つ
、
同
時
に
疑
念
も
呈
示
し
、
「
俊
頼
自
筆
本
」
に
は
「
俳
諧
」
と

い
う
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
最
後
に
記
し
て
い
る
。
同
様
の
疑
念
は
『
奥
義
抄
』
（
上
巻
）
に
、

よ
り
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
俳
」
の
字
を
用
い
る
べ
き
な
の
に
古
今
集
や
後
拾
遺
集
で

「
誹
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
尤
不
審
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

清
輔
を
悩
ま
せ
て
い
た
の
は
、
「
俳
諧
」
と
「
誹
諧
」
と
い
う
文
字
表
記
の
視
覚
上
の
違
い
の
問
題
だ
け



で
は
な
か
っ
た
。
契
沖
の
『
古
今
余
材
抄
』
が
言
う
よ
う
に
、
「
俳
」
は
「
玉
篇
云
、
皮
皆
切
」
で
音
「
ハ

イ
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
誹
」
は
「
玉
篇
云
、
甫
尾
切
」
で
音
「
ヒ
」
で
あ
り
、
両
者
は
そ
の
発
音
を
異

に
す
る
。
清
輔
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
清
輔
本
古
今
集
（
前
田
家
本
）
の
注
記
中
の
「
二
誹
諧
」

に
は
「
ヒ
」
と
い
う
読
み
仮
名
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
『
奥
義
抄
』
（
上
巻
）
の
小
字
二
行
書
き
の
部
分
で

は
、
そ
の
音
の
違
い
が
「
誹
、
音
非
也
。
無
二
俳
音
一
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
奥
義
抄
』
（
上
巻
）
に
は
、

そ
れ
を
受
け
て
さ
ら
に
「
可
レ

用
二
俳
字
一
云
々
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
も
し
「
誹
」
の
字
が
「
俳
」
の
字
と

同
じ
「
ハ
イ
」
の
音
を
持
っ
て
い
た
ら
、
「
誹
」
字
は
「
俳
」
の
字
の
通
用
字
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
た
は

ず
で
あ
る
。
だ
が
、
発
音
が
違
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
も
む
つ
か
し
い
。
最
終
的
に
清
輔
が
こ
の
問
題
を
ど
う
解

決
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
こ
こ
で
見
た
記
述
か
ら
考
え
る
限
り
、
彼
は
、
権
威
あ
る
伝
本
の
「
誹
諧
」
と
い

う
表
記
を
尊
重
し
、
本
来
「
ヒ
カ
イ
」
と
し
か
読
め
な
い
そ
の
「
誹
諧
」
を
、
「
俳
諧
」
の
代
理
表
記
の
よ

う
に
考
え
て
ひ
と
ま
ず
あ
え
て
「
ハ
イ
カ
イ
」
と
読
み
、
そ
れ
を
小
部
立
名
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

藤
原
清
輔
が
こ
の
よ
う
な
注
記
を
書
き
記
し
た
後
、
「
俳
諧
」
と
「
誹
諧
」
の
表
記
の
問
題
は
、
し
ば
ら

く
の
間
、
ほ
と
ん
ど
新
し
い
展
開
を
見
せ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
二
条
家
の
説
を

伝
え
る
行
乗
の
『
六
巻
抄
』
（
片
桐
洋
一
氏
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
』
第
三
巻
〈
昭
和
五
六
年
・
赤
尾

照
文
堂
〉
の
東
山
御
文
庫
本
翻
刻
に
よ
る
。
な
お
、
他
の
写
本
に
も
こ
の
部
分
ほ
と
ん
ど
異
同
は
な
い
。
）

に
は
、
清
輔
本
古
今
集
（
前
田
家
本
）
の
注
記
と
同
じ
記
述
が
、
「
誹
諧
有
二
様
々
一
」
と
い
う
傍
注
と
と
も

に
「
或
説
云
、
一
俳
諧
、
二
誹
諧
、
三
俳
謔
、
四
滑
稽
、
五
諧
讔
、
六
謎
字
、
七
空
戯
、
八
鄙
諺
、
九
俚
言
」

と
記
さ
れ
た
後
、
「
此
等
子
細
未
レ

弁
レ

之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
常
縁
か
ら
宗
祇
に
伝
え
ら
れ
た

説
が
記
さ
れ
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
の
近
衛
尚
通
本
「
（
片
桐
氏
同
書
翻
刻
の
宮
内
庁
書
陵
部

蔵
智
仁
親
王
筆
本
）
に
は
、
小
部
立
名
が
「
誹
諧
歌
」
と
記
さ
れ
た
後
、
「
誹 

誹
謗
也
」
と
い
う
記
述
が

あ
っ
て
「
誹
謗
」
の
右
側
に
は
「
ヒ
バ
ウ
」
、
左
側
に
は
「
ソ
シ
ル
」
の
文
字
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
同
じ

『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
の
寛
永
五
年
版
本
に
は
、
こ
れ
と
同
じ
部
分
が
、
「
誹
諧
歌 

誹
ハ
誹
謗
也
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
の
こ
の
注
記
は
「
誹
」
の
音
や
意
味
を
明
記
し
た
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
注
記
に
は
そ
れ
以
上
の
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
同
書
の
こ
れ
に
続
く
部
分
に
は
「
誹

諧
歌
」
の
性
格
に
つ
い
て
の
独
自
の
主
張
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
記
述
は
、
「
俳
諧
」

と
「
誹
諧
」
と
い
う
表
記
の
異
な
り
の
問
題
を
話
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
「
誹
諧
」
と
い
う
文
字
を

そ
の
ま
ま
用
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

二 

竹
岡
正
夫
氏
の
見
解
と
そ
の
影
響 

 

し
か
し
、
「
俳
」
と
「
誹
」
の
二
つ
の
文
字
の
間
に
は
、
清
輔
が
悩
ん
だ
二
つ
の
異
な
り
、
視
覚
的
な
字

形
の
差
異
と
発
音
の
差
異
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
、
重
要
な
違
い
が
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

こ
の
二
つ
の
文
字
は
、
互
い
に
意
味
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
「
俳
」
は
『
説
文
解
字
』
に
「
戯
也
」
と
あ

る
よ
う
に
、
基
本
的
に
た
わ
む
れ
、
お
ど
け
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
一
方
の
「
誹
」
は
、
さ
き
に
見
た

『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
に
「
誹 

誹
謗
也
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
を
悪
く
言
う
、
そ
し
る
と
い
う
意

味
の
文
字
で
あ
る
。 



 
『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
で
は
、
そ
の
意
味
の
相
違
は
特
に
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
先
に
一

部
の
み
を
引
い
た
契
沖
の
『
古
今
余
材
抄
』
に
は
、
実
は
、
そ
の
意
味
の
違
い
も
含
め
て
、
両
字
の
相
違
が

次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

「
俳
」
ハ
、
玉
篇
云
、
皮
皆
ノ
切
、
雑
戯
也
。
…
…
「
誹
」
、
玉
篇
云
、
甫
尾
切
、
誹
謗
也
。
音
義

共
に
大
き
に
異
な
り
。 

 

「
誹
諧
」
が
「
俳
諧
」
と
は
意
味
を
異
に
す
る
と
い
う
問
題
を
『
古
今
余
材
抄
』
は
、
「
誹
は
俳
の
字
な

る
を
、
な
だ
ら
か
な
る
草
書
の
相
似
た
れ
ば
、
誹
と
な
れ
る
な
る
べ
し
」
と
い
う
、
一
種
の
誤
字
説
に
よ
っ

て
解
決
し
て
お
り
、
賀
茂
真
淵
の
『
古
今
和
歌
集
打
聴
』
等
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
清
輔
本
や
定
家
本
を

は
じ
め
と
す
る
由
緒
正
し
い
伝
本
が
持
っ
て
い
た
権
威
は
、
こ
こ
で
は
も
は
や
重
み
を
失
っ
て
い
る
の
だ

が
、
現
代
か
ら
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
証
本
が
「
誹
諧
」
と
な
っ
て
い
る
現
象
を
草
体
の
誤
写
と
考

え
る
こ
と
は
や
は
り
む
つ
か
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
今
集
巻
第
十
九
の
小
部
立
名
は
、
や
は
り
そ

も
そ
も
の
出
発
か
ら
「
誹
諧
歌
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
ひ
と
つ
の
明
確
な
見
解
を
提
示
し
た
の
が
、
竹
岡
正
夫
氏
の
『
古
今
和

歌
集
全
評
釈
』
（
昭
和
五
一
年
・
右
文
書
院
）
で
あ
っ
た
。
竹
岡
氏
は
、
「
誹
諧
歌
」
の
音
読
も
語
義
も
、

す
べ
て
「
誹
」
の
字
に
則
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

か
く
し
て
、
「
誹
諧
」
は
、
古
今
集
に
関
す
る
限
り
、
「
ヒ
カ
イ
」
と
読
む
の
が
正
し
く
、
そ
の
語

義
も
、
お
ど
け
て
悪
口
を
言
っ
た
り
、
又
大
衆
受
け
の
す
る
よ
う
な
卑
俗
な
言
辞
を
用
い
た
り
す
る

意
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
「
俳
諧
体
」
の
詩
が
中
国
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ

と
混
同
し
て
誤
解
を
招
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
誹
諧
」
は
一
般
に
解

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
「
滑
稽
」
や
「
戯
笑
」
を
旨
と
す
る
「
雑
戯
」
の
類
、
「
俳
諧
」
と
同
じ
も

の
で
は
決
し
て
な
い
。 

 

氏
の
説
は
、
『
大
漢
和
辞
典
』
（
昭
和
三
四
年
・
大
修
館
）
に
見
ら
れ
る
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
ひ
と
つ

の
根
拠
に
し
て
い
る
。 

【
誹
諧
】
ヒ
カ
イ 

お
ど
け
て
わ
る
口
を
き
く
。
〔
北
史
、
文
苑
、
柳
誓
伝
〕
性
嗜
レ

酒
、
言
誹
諧
、

由
レ

是
彌
為
三
太
子
所
二
親
狎
一
。 

 

こ
の
項
目
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
で
再
度
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
中
国
で
す
で
に
「
誹
諧
」

と
い
う
表
記
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
『
大
漢
和
辞
典
』
の
用
例
呈
示
を
ふ
ま
え
て
主
張
さ
れ
た
竹

岡
氏
の
説
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
注
に
な
い
強
い
説
得
力
が
あ
っ
た
。
小
島
憲
之
氏
・
新
井
栄
蔵
氏
校
注
の

『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
・
古
今
和
歌
集
』
（
平
成
一
年
・
岩
波
書
店
）
は
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
か
の
よ
う

に
、
「
誹
諧
歌
」
に
「
ひ
か
い
か
」
と
ル
ビ
を
付
け
、
脚
注
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

…
誹
諧
の
語
義
は
説
が
多
い
。
「
誹
」
は
悪
い
の
意
、
「
諧
」
は
調
べ
の
意
（
広
雅
・
釈
詁
「
誹
悪

也
」
。
周
礼
・
調
人
注
「
諧
調
也
」
）
で
、
右
の
正
体
の
歌
に
対
し
て
欠
点
の
あ
る
歌
の
意
か
。
又
、

「
誹
」
は
」
そ
し
る
、
悪
口
を
い
う
（
原
本
系
玉
篇
「
謗
也
」
）
、
「
諧
」
は
や
わ
ら
ぐ
、
戯
れ
る

（
原
本
系
玉
篇
「
和
也
」
）
の
意
で
も
あ
る
の
で
、
お
ど
け
た
り
、
悪
口
を
い
う
、
ふ
ざ
け
る
の
意

か
。 

 

こ
こ
で
は
「
俳
」
の
字
は
、
も
は
や
問
題
に
さ
れ
て
も
い
な
い
。
ま
た
、
渡
辺
秀
夫
氏
は
『
平
安
朝
文
学



と
漢
文
世
界
』
（
平
成
三
年
・
勉
誠
社
）
第
一
篇
第
七
章
「
〈
付
説
〉
『
古
今
集
』
に
お
け
る
「
誹
諧
歌
」

の
意
義
と
本
質
」
（
初
出
は
昭
和
四
七
年
）
で
、 

…
周
知
の
如
く
『
古
今
集
』
の
伝
本
に
は
す
べ
て
「
誹
諧
」
と
あ
っ
て
「
俳
諧
」
と
は
な
い
。
…
古

今
集
撰
者
が
「
誹
諧
」
の
語
を
用
い
た
の
は
、
何
か
拠
る
べ
き
典
拠
が
あ
っ
た
た
め
で
、
全
く
の
造

語
で
は
あ
る
ま
い
。 

と
述
べ
、
後
の
注
記
で
は
、 

…
「
誹
諧
」
（
ヒ
カ
イ
）
の
義
は
、
「
お
ど
け
て
わ
る
口
を
き
く
」
（
『
大
漢
和
辞
典
』
）
と
い
う

が
、
『
古
今
集
』
に
お
け
る
「
誹
諧
歌
」
の
本
性
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
「
誹
諧
」
の
字
義
を
以
下

の
如
く
解
釈
し
て
お
き
た
い
。
「
誹
」
と
は
謗
る
、
あ
る
い
は
「
非
」
と
共
通
の
義
、
「
諧
」
と
は

『
玉
篇
』
に
「
調
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
整
う
、
美
し
い
の
義
で
、
階
調
・
快
い
調
べ
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、
「
誹
諧
」
と
は
、
階
調
を
謗
る
、
ま
た
は
階
調
に
非
ざ
る
も
の
、
要
す
る
に
、
よ

く
整
っ
た
表
現
・
階
調
・
正
格
か
ら
外
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
「
誹
諧
」
の
名
義
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

と
記
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
片
桐
洋
一
氏
の
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
（
平
成
十
年
・
講
談
社
）
は
、
「
誹
諧
歌
」
と
い
う

小
部
立
名
を
掲
示
し
た
後
、
そ
れ
を
「
ハ
イ
カ
イ
カ
」
と
読
ん
で
い
る
校
注
本
が
多
い
こ
と
を
批
判
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
「
竹
岡
全
評
釈
」
が
言
う
よ
う
に
、
「
誹
諧
歌
」
の
「
誹
」
は
「
誹
謗
中
傷
」
の
「
誹
」

で
あ
っ
て
、
「
俳
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
訓
も
「
誹
」
は
「
ソ
シ
ル
」
（
『
類
聚
名
義
抄
』
『
色

葉
字
類
抄
』
）
で
あ
り
、
『
類
聚
名
義
抄
』
が
「
タ
ハ
ブ
ル
」
と
訓
む
「
俳
」
と
は
異
な
る
。
…
「
竹

岡
全
評
釈
」
は
、
「
誹
諧
」
を
「
お
ど
け
て
悪
口
を
き
く
」
と
訳
す
諸
橋
轍
次
博
士
の
『
大
漢
和
辞

典
』
を
引
く
が
、
「
ソ
シ
ル
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
ソ
シ
ル
」
意
の
「
誹
」
と
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
意
の

「
諧
」
と
を
併
せ
て
、
「
や
わ
ら
か
く
、
楽
し
く
、
相
手
を
そ
し
る
よ
う
な
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
物

言
い
を
す
る
体
の
歌
」
と
理
解
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
竹
岡
正
夫
氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
の
見
解
は
、
他
の
注
釈
書
や
論
考
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
て
お
り
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
・
古
今
和
歌
集
』
、
渡
辺
秀
夫
氏
の
『
平

安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
、
片
桐
洋
一
氏
の
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
は
、
「
俳
諧
歌
」
で
は
な
く
「
誹
諧

歌
」
の
方
が
正
し
い
表
記
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
「
ヒ
カ
イ
カ
」
と
読
む
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
小
松
英
雄
氏
『
や
ま
と
う
た 

古
今
和
歌
集
の
言
語
ゲ
ー
ム
』（
平
成
六
年
・
講
談
社
）

は
、
『
大
漢
和
辞
典
』
が
あ
げ
る
『
北
史
』
柳
誓
伝
の
用
例
を
引
い
て
「
中
国
の
文
献
に
根
拠
を
求
め
る
か

ぎ
り
、
「
誹
諧
」
と
「
俳
諧
」
と
が
同
義
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
説
を
提
示

し
て
い
る
。 

 

「
誹
」
は
中
国
の
漢
字
で
あ
る
と
決
め
て
か
か
る
と
、
右
の
よ
う
な
苦
し
紛
れ
の
珍
説
に
な
る
が
、

字
形
が
た
ま
た
ま
中
国
の
漢
字
と
一
致
し
て
い
る
だ
け
で
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
の
作
っ
た
文

字
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
き
れ
い
に
説
明
が
つ
く
。
（
中
略
） 

 

誹
諧
歌
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ど
れ
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、



原
義
ど
お
り
の
「
俳
諧
」
で
あ
る
。
人
篇
の
「
俳
」
を
言
篇
に
変
え
て
「
誹
諧
」
と
す
れ
ば
、
こ
と

ば
の
操
作
で
あ
る
こ
と
が
視
覚
で
直
接
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
理
由
で
造
ら
れ
た
の
が

「
誹
」
で
あ
る
と
し
た
ら
「
俳
」
を
特
殊
化
し
て
、
あ
る
い
は
「
俳
」
か
ら
派
生
さ
せ
て
作
ら
れ
た

文
字
で
あ
る
か
ら
、
音
も
ハ
イ
で
あ
る
。 

 

中
国
の
漢
字
に
〈
そ
し
る
〉
と
い
う
意
味
の
「
誹
」
が
あ
る
こ
と
は
承
知
の
う
え
で
。
撰
者
は
こ

の
文
字
を
造
り
、
こ
こ
に
使
用
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
（
下
略
） 

 

こ
の
他
、
「
誹
諧
歌
」
と
表
記
し
つ
つ
そ
れ
を
「
ハ
イ
カ
イ
カ
」
と
読
ん
で
い
る
注
釈
書
も
現
代
で
も
な

お
多
く
、
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
（
平
成
二
六
年
・
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
の
「
誹
諧
歌
（
は
い
か
い
か
）
」

の
項
目
（
寺
島
修
一
氏
担
当
）
に
は
、
「
「
誹
」
字
を
重
く
見
て
「
ひ
か
い
」
と
訓
む
説
も
あ
る
が
存
義
」

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 

三 

木
村
正
辞
『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
の
見
解 

 

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
示
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
い
な
が
ら
、
こ
れ
ま

で
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
献
に
、
『
万
葉
集
美
夫
君
志
』
の
著
者
で
あ
る
木
村
正
辞
が
安

政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
著
し
た
『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
が
あ
る
。
同
書
は
明
治
三
十
七
年
に
早
稲
田
大
学

出
版
部
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
昭
和
五
十
七
年
に
そ
の
影
印
が
、
神
田
喜
一
郎
氏
の
解
題
を
付
し
て
勉
誠
社

か
ら
、
『
万
葉
集
字
音
弁
証
』
『
万
葉
集
訓
義
弁
証
』
と
と
も
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
下
巻
に
「
連
字
偏
旁
を
変
ず
る
例
」
と
題
さ
れ
た
一
節
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

万
葉
集
に
見
え
る
「
飼
飯
」
と
「
沽
洗
」
（
三
月
の
別
称
）
の
二
つ
の
熟
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
「
飼
飯
」
は
、
本
来
「
笥
飯
」
と
あ
る
べ
き
で
そ
の
表
記
例
も
多
く
、
ま
た
「
飼
」
字
は
「
ケ
」
と
は
読

め
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
木
村
は
、
「
按
に
、
此
レ

は
下
の
飯
ノ

字
に
連
れ
て
、
竹
冠
を
変
じ
て
食
に
从
へ
る

な
り
」
と
述
べ
る
。
一
方
の
「
沽
洗
」
は
本
来
「
姑
洗
」
と
あ
る
べ
き
語
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
木
村
は

「
按
に
下
の
洗
ノ

字
に
連
レ

て
女
旁
を
変
じ
て
、
氵
に
从
へ
る
也
」
と
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
「
沽
洗
」
と
い
う

表
記
例
が
日
本
だ
け
で
な
く
中
国
に
も
見
え
る
こ
と
を
述
べ
て
多
く
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

こ
の
二
例
に
つ
い
て
の
説
明
の
後
、
木
村
は
次
の
よ
う
に
類
似
の
例
を
列
挙
す
る
が
、
そ
の
中
に
、
い
ま

問
題
に
し
て
い
る
「
誹
諧
」
の
語
も
含
ま
れ
て
い
る
。
（
小
字
二
行
書
き
部
分
を
〔 

〕
で
囲
ん
で
示
す
。

傍
線
山
本
。
） 

か
く
て
、
此
例
は
い
と
多
か
る
事
な
る
を
、
一
ッ
二
ッ
い
は
ヾ
俳
諧
を
誹
諧
と
作
、〔
隋
書
侯
白
伝
、

古
今
和
歌
集
〕
、
牂
柯
〔
漢
書
地
理
志
〕
を
、
牂
牁
〔
続
漢
書
群
国
志
〕
と
作
、
叶
洽
〔
史
記
天
官

書
〕
を
汁
洽
〔
同
暦
書
〕
と
作
、
ま
た
常
に
も
瑚
槤
を
瑚
璉
と
作
、
襁
緥
を
襁
褓
と
作
、
紕
謬
を
紕

繆
と
作
、
搢
紳
を
縉
紳
と
作
る
類
、
皆
同
列
也
。
（
以
下
略
） 

 

ま
た
、
こ
ち
ら
も
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
金
子
元
臣
氏
の
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
（
明
治
四

一
年
・
明
治
書
院
、
昭
和
新
版
・
昭
和
二
年
・
同
）
に
も
、
こ
の
『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
と
ま
っ
た
く
同
じ

見
解
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

○
誹
諧
歌 

史
記
の
注
に
、
「
滑
稽
俳
諧
也
」
と
あ
つ
て
、
を
か
し
い
た
は
れ
言
を
、
俳
諧
と
い
ふ
。



唐
の
杜
甫
の
詩
に
も
俳
諧
体
が
あ
る
。
こ
ゝ
に
誹
諧
と
書
い
た
の
は
、
下
の
諧
の
字
の
偏
に
に
よ
っ

て
、
上
の
俳
の
字
の
偏
を
も
言
偏
に
作
っ
た
も
の
で
、
か
う
い
ふ
例
は
、
熟
語
に
は
よ
く
あ
る
こ
と

で
あ
る
。 

 

右
は
昭
和
新
版
か
ら
引
用
し
た
が
、
文
語
文
で
書
か
れ
た
明
治
の
旧
版
も
、
内
容
に
変
わ
り
は
な
い
。
た

だ
し
最
後
の
部
分
、
明
治
版
に
は
「
か
ゝ
る
例
、
熟
語
に
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
な
り
。
惑
ふ
べ
か
ら
ず
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。 

 

ち
な
み
に
、
久
保
田
淳
氏
「
和
歌
・
誹
諧
歌
・
狂
歌
―
和
歌
と
俳
諧
の
連
続
と
非
連
続
」
（
學
燈
社
『
国

文
学
』
平
成
一
二
年
四
月
）
は
、
こ
の
金
子
元
臣
氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

…
こ
れ
は
傾
聴
に
値
す
る
論
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
竹
岡
氏
は
「
た
ま
た
ま
「
俳
諧
体
」
の
詩
が

中
国
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
と
混
同
し
て
誤
解
を
招
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
け

れ
ど
も
、
漢
詩
で
の
俳
諧
体
と
の
混
同
は
撰
者
た
ち
の
狙
っ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
誹
諧
歌
を
「
は
い
か
い
か
」
と
読
む
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
漢
字
の
読
み
と
し
て
は
誤
っ
て
い
て
も
、
撰
者
達
は
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
以
下
略
） 

 

『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
や
金
子
元
臣
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
の
所
説
が
、
『
古
今
余
材
抄
』
等
が
言
う

誤
写
・
誤
字
説
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
が
挙
げ
て

い
る
「
沽
洗
」
「
襁
褓
」
「
紕
繆
」
「
縉
紳
」
等
の
場
合
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
さ
き
に

見
た
小
松
氏
や
右
に
引
い
た
久
保
田
氏
の
言
う
意
図
的
な
造
字
な
い
し
は
混
同
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
事
例
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
沽
」
「
襁
」
「
繆
」
「
縉
」
と
い
っ
た
文

字
は
す
べ
て
、
特
定
の
熟
語
の
中
で
の
み
、
け
れ
ど
も
定
型
的
、
な
い
し
は
習
慣
的
に
用
い
ら
れ
続
け
て
い

る
。
「
誹
諧
」
の
「
誹
」
字
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
は
、
熟
語
の
上
下
の
字
に
合
わ
せ
て
一
部
を
変
じ
て
中
国

で
作
ら
れ
た
、
一
種
の
異
体
字
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

四 

中
国
に
お
け
る
偏
旁
類
化
研
究 

 

『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
や
金
子
元
臣
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
が
言
う
上
記
の
よ
う
な
現
象
は
、
現
代
中

国
の
古
代
漢
語
学
で
は
「
偏
旁
類
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
『
漢
魏
六
朝
碑
刻
校
注
』
（
全
十
冊
、
二
〇
〇

八
年
）
の
編
者
で
あ
る
毛
遠
明
氏
は
「
漢
字
形
旁
類
化
研
究
」
（
『
西
南
大
学
学
報
』
人
文
社
会
科
学
版
・

二
〇
〇
六
年
第
六
号
、
原
本
は
簡
体
字
）
の
中
で
、
二
字
熟
語
の
偏
旁
類
化
を
四
種
に
分
け
、
す
べ
て
に
金

石
文
の
実
例
を
示
し
つ
つ
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
、
前
の
字
の
影
響
を
受
け
て
後
字
に
偏
旁
が
加
え

ら
れ
る
場
合
。
第
二
は
、
前
の
字
の
影
響
を
受
け
て
後
字
の
偏
旁
が
変
え
ら
れ
る
例
。
第
三
は
、
後
の
字
の

影
響
を
受
け
て
前
字
に
偏
旁
が
加
え
ら
れ
る
場
合
。
そ
し
て
第
四
が
、
後
の
字
の
影
響
を
受
け
て
前
字
の
偏

旁
が
変
え
ら
れ
る
例
で
あ
り
、
「
誹
諧
」
は
こ
れ
に
該
当
す
る
。
（
た
だ
し
「
誹
諧
」
は
、
「
漢
字
形
旁
類

化
研
究
」
に
も
『
漢
魏
六
朝
碑
刻
校
注
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
）
『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
に
は
さ
き

に
見
た
「
連
字
偏
旁
を
変
ず
る
例
」
の
直
前
に
「
連
字
偏
旁
を
増
す
例
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
が
、
そ
れ
を

合
わ
せ
れ
ば
、
『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
の
指
摘
と
「
漢
字
形
旁
類
化
研
究
」
の
指
摘
は
ま
っ
た
く
重
な
り
合

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 



 

こ
の
偏
旁
類
化
研
究
を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
た
す
ぐ
れ
た
論
文
に
、
隋
源
遠
氏
の
「
「
霏
霺
」
新
考
」
（
『
上

代
文
学
』
一
一
六
号
・
平
成
二
八
年
）
が
あ
る
。
隋
氏
は
、
本
来
「
霏
微
」
と
い
う
字
形
で
あ
る
は
ず
な
の

に
万
葉
集
に
「
霏
霺
」
と
い
う
形
で
使
わ
れ
て
い
る
語
を
取
り
上
げ
、
中
国
の
文
献
に
存
在
が
確
認
で
き
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
小
島
憲
之
氏
に
よ
っ
て
柿
本
人
麻
呂
が
創
作
し
た
和
製
の
語
形
か
と
も
さ
れ
て
い
た
こ

の
「
霏
霺
」
が
、
実
は
六
朝
時
代
の
金
石
文
な
ど
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
、
多
く
の
実
例
を
示
し
な
が
ら
、

こ
の
語
形
が
毛
遠
明
氏
の
言
う
「
偏
旁
類
化
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

こ
の
論
考
の
中
で
隋
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

同
様
の
テ
キ
ス
ト
を
一
度
に
大
量
生
産
で
き
る
刊
本
と
違
い
、
写
本
は
一
人
一
人
の
書
写
者
の
好

み
や
思
い
込
み
に
左
右
さ
れ
や
す
い
。
六
朝
時
代
の
碑
文
の
拓
本
に
多
く
の
偏
旁
類
化
現
象
が
見
ら

れ
る
背
景
に
は
、
そ
う
い
っ
た
写
本
文
化
の
影
響
が
あ
る
。
そ
し
て
人
麻
呂
時
代
の
漢
籍
受
容
も
ま

た
こ
の
写
本
文
化
の
系
統
の
中
に
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
唐
写
本
系
統
の
漢
籍
を
介
し
て
、「
霏
霺
」

を
含
む
様
々
な
偏
旁
類
化
字
が
日
本
に
伝
来
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
掲
小
島
憲
之
氏
論
の
中
で
も

あ
げ
ら
れ
た
、
も
う
一
つ
の
人
麻
呂
創
造
語
と
さ
れ
る
「
◎
怜
」
も
そ
の
例
で
あ
る
。
「
◎
怜
」
は

「
可
怜
」
の
偏
旁
類
化
で
、
毛
氏
の
分
類
で
は
「
後
の
文
字
の
字
形
の
影
響
を
受
け
、
前
の
文
字
に

後
の
文
字
の
偏
旁
が
加
え
ら
れ
た
」
類
に
入
る
。
「
◎
怜
」
は
敦
煌
写
本
中
に
見
ら
れ
、
こ
れ
も
ま

た
人
麻
呂
の
創
造
と
い
う
よ
り
は
、
漢
籍
に
学
ん
だ
表
現
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
現
代
の
我
々
が

触
れ
て
い
る
漢
籍
の
ほ
と
ん
ど
は
宋
刊
本
以
降
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
文
字
の
校
訂
が
か
な
り
進
め

ら
れ
て
い
る
。
幸
い
僅
か
な
が
ら
残
さ
れ
た
写
本
と
拓
本
を
介
し
て
、
唐
や
六
朝
時
代
に
存
在
し
て

い
た
、
多
彩
多
様
な
偏
旁
類
化
現
象
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、『
萬
葉
集
』

に
見
ら
れ
る
「
霏
霺
」
や
「
◎
怜
」
も
、
写
本
文
化
の
中
で
盛
ん
で
あ
っ
た
偏
旁
類
化
の
面
貌
を
伝

え
る
貴
重
な
遺
例
と
言
え
よ
う
。 

 

古
今
集
の
「
誹
諧
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

中
国
の
用
例
が
な
が
ら
く
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
万
葉
集
の
「
霏
霺
」
や
「
◎
怜
」
の
場
合
と
違
っ
て
、
「
誹

諧
」
と
い
う
表
記
の
語
が
中
国
で
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
っ
て
す
で
に
知
ら
れ
て

お
り
、
竹
岡
正
夫
氏
の
見
解
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
な
が
ら
提
起
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
中
国
の
文
献
で
は

「
誹
諧
」
と
い
う
表
記
の
語
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
以
下
、
そ
の
用
例
を
検
討
し
た
い
。 

  
 
 
 
 

五 

中
国
に
お
け
る
「
誹
諧
」
表
記
の
用
例 

 

ま
ず
、
『
大
漢
和
辞
典
』
が
引
い
て
い
る
『
北
史
』
列
伝
七
十
一
・
文
苑
の
柳
誓
伝
を
①
と
し
て
掲
げ
る
。

参
考
ま
で
に
、
『
大
漢
和
辞
典
』
引
用
部
の
直
前
の
部
分
も
加
え
て
お
く
。
な
お
、
『
大
漢
和
辞
典
』
も
、



そ
れ
を
引
い
た
竹
岡
正
夫
氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
も
、
「
言
雑
二
誹
諧
一
」
の
「
雑
」
の
字
を
欠
い
て
い

る
。 

①
誓
、
尤
俊
弁
、
多
レ

在
二
侍
従
一
、
有
レ

所
二
顧
問
一
、
応
答
如
レ

響
。
性
嗜
レ

酒
、
言
雑
二
誹
諧
一
、
由
レ

是

彌
為
三
太
子
所
二
親
狎
一
。 

 

さ
て
、
『
大
漢
和
辞
典
』
に
先
だ
っ
て
、
木
村
正
辞
『
万
葉
集
文
字
弁
証
』
に
は
、
す
で
に
「
誹
諧
」
の

語
の
下
に
「
隋
書
侯
白
伝
」
と
い
う
出
典
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。
実
際
に
は
『
隋
書
』
の
侯
白
伝
は
、
列
伝

二
十
三
・
陸
爽
伝
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
、
②
と
し
て
次
に
掲
げ
る
。 

②
侯
白
、
字
君
素
、
好
レ
学
有
二
捷
才
一
、
性
滑
稽
、
尤
弁
俊
、
為
二
儒
林
郎
一
、
通
侻
不
レ

恃
二
威
儀
一
、
好

レ
為
二
誹
諧
雑
説
一
、
人
多
愛
二
狎
之
一
、
所
在
之
処
、
観
者
如
レ

市
。 

 

さ
ら
に
検
索
す
る
と
、
『
芸
文
類
聚
』
職
官
部
・
司
農
に
見
え
る
、
隋
の
江
総
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
司
農

陳
暄
の
墓
誌
銘
に
、
次
の
よ
う
に
「
誹
諧
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
用
例
③
と
す
る
。 

③
隋
江
総
、
司
農
陳
暄
墓
誌
銘
曰
、
其
文
◎
◎
、
其
筆
縦
横
、
背
レ

碑
即
誦
、
拠
レ

馬
俄
成
、
誹
諧
見

レ

賞
、
調
笑
忘
レ

情
、
… 

 

ま
た
、
竹
岡
氏
は
『
隋
書
』
経
籍
志
・
総
集
類
に
袁
淑
の
「
誹
諧
文
」
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
渡
辺
氏
は
前
掲
書
で
、『
旧
唐
書
』
芸
文
志
に
も
同
書
が
同
じ
表
記
で
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
「
誹
諧
」
が
『
芸
文
類
聚
』
で
は
「
徘
諧
」
「
排
諧
」
、
『
初
学
記
』
で
は
「
俳
諧
」
と
い
う
表
記
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』
の
例
を
用
例
の
④
と
し

て
お
く
。 

 
 

④
袁
淑
『
誹
諧
文
』 

 

こ
れ
ら
の
、
け
っ
し
て
多
く
は
な
い
用
例
を
見
て
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
六
朝
時
代

や
隋
代
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
に
見
た
「
漢
字
形
旁
類
化
研
究
」
の
中
で
毛
遠
明
氏
は
、

偏
旁
類
化
現
象
は
六
朝
時
代
に
急
に
増
加
し
、
現
存
す
る
拓
本
か
ら
も
多
く
の
例
が
見
出
さ
れ
る
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
陸
明
君
氏
の
『
魏
晋
南
北
朝
碑
別
字
研
究
』
（
二
〇
〇
九
年
・
文
化
芸
術
出
版
社
）
に
も

同
様
の
偏
旁
類
化
に
つ
い
て
の
記
述
（
第
八
章
第
三
節
）
が
あ
る
が
、
同
書
に
は
こ
れ
を
含
め
た
「
碑
別
字
」

す
な
わ
ち
碑
文
に
見
ら
れ
る
異
体
字
が
六
朝
時
代
（
魏
晋
南
北
朝
時
代
）
に
急
増
し
た
理
由
と
し
て
、
楷
行

草
三
書
体
の
成
熟
期
に
あ
た
っ
て
い
て
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
、
政
治
的
動
乱
に
よ
っ
て
正
字
へ
の
規
範
意

識
や
強
制
力
が
薄
れ
た
こ
と
、
庶
民
が
書
写
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
誹
諧
」
と
い
う
表
記
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
に
見
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
、
中
国
の
文
献
か
ら
は
容
易
に

発
見
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
北
史
』
柳
誓
伝
の
①
と
『
隋
書
』
侯
白
伝
の
②
、
さ
ら
に
は
陳
暄
墓
誌
銘
の

③
の
表
現
に
、
共
通
す
る
要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
①
で
は
柳
誓
の
「
弁
」
と
「
言
」
、
②
で
は
侯

白
の
「
才
」
や
「
弁
」
、
③
で
は
陳
暄
の
「
文
」
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
語
に
か
か
わ
る
能

力
に
は
、
「
俊
」
「
応
答
如
レ

響
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
す
ば
や
さ
が
伴
っ
て
い
た
。
「
誹
諧
」
は
、

そ
の
場
で
瞬
時
に
対
応
し
て
人
を
驚
か
せ
る
、
機
知
に
富
ん
だ
即
興
性
も
必
要
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
①
の
柳
誓
が
「
太
子
」
に
「
親
狎
」
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
②
の
侯
白
も
人
々
に
「
愛

狎
」
さ
れ
て
い
た
。
ま
わ
り
の
人
に
親
し
ま
れ
人
々
を
引
き
つ
け
る
魅
力
を
、
彼
等
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ



る
。 

 

ち
な
み
に
、
竹
岡
氏
は
「
俳
諧
」
の
用
例
と
し
て
、
『
北
史
』
列
伝
七
十
一
・
文
苑
の
李
文
愽
伝
の
次
の

よ
う
な
一
部
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
実
は
李
文
愽
伝
に
含
ま
れ
て
い
る
侯
白
伝
で
あ
っ
て
、
「
挙
二
秀

才
一
」
と
い
う
部
分
が
加
わ
り
「
誹
諧
」
が
「
俳
諧
」
に
な
っ
て
い
る
以
外
は
『
隋
書
』
の
②
と
同
文
で
あ

る
。
こ
れ
を
《
②
》
と
し
て
お
く
。 

《
②
》
侯
白
、
字
君
素
、
好
レ
学
有
二
捷
才
一
、
性
滑
稽
、
尤
弁
俊
、
挙
二
秀
才
一
、
為
二
儒
林
郎
一
、
通
侻

不
レ

恃
二
威
儀
一
、
好
レ
為
二
俳
諧
雑
説
一
、
人
多
愛
二
狎
之
一
、
所
在
之
処
、
観
者
如
レ

市
。 

 

す
べ
て
後
代
の
版
本
で
見
る
ほ
か
な
い
の
で
厳
密
な
議
論
は
で
き
な
い
が
、
②
と
《
②
》
を
比
べ
る
限
り

で
は
、
「
誹
諧
」
と
「
俳
諧
」
の
表
記
の
間
に
、
特
に
意
味
の
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に

侯
白
は
『
太
平
広
記
』
に
数
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
『
啓
顔
録
』
の
著
者
と
し
て
、
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史

略
』
（
第
七
篇
）
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
に
見
え
る
「
通
侻
（
つ
う
だ
つ
）
」
は
、
小
事
を

気
に
せ
ず
、
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
ぐ
れ
た
才
能
に
よ
っ
て
出
世
し
て
も
地
位
を
ひ
け
ら
か

さ
ず
、
「
誹
諧
（
俳
諧
）
雑
説
」
を
好
ん
だ
の
で
、
人
々
に
愛
さ
れ
、
そ
の
「
所
在
之
処
」
に
は
、
市
の
よ

う
に
人
が
集
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
検
討
か
ら
は
、
「
誹
諧
」
と
「
俳
諧
」
に
意
味
的
な
違
い
が
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
「
誹
諧
」
が
「
俳
諧
」
か
ら
、
偏
旁
類
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
語
で
あ
る
可
能
性
は
、
き
わ
め
て
大

き
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

六 

結
語 

 

上
述
の
よ
う
な
推
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
「
誹
諧
」
の
「
誹
」
は
、
「
俳
諧
」
の
偏
旁
類
化
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
、
「
誹
諧
」
と
い
う
熟
語
の
中
で
の
み
用
い
ら
れ
る
「
俳
」
の
異
体
字
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
音
読
み
は
も
ち
ろ
ん
「
俳
」
と
同
じ
く
「
ハ
イ
」
で
、
意
味
も
同
じ
で
あ
る
。
字

形
は
偶
然
同
じ
だ
が
、
「
誹
謗
」
の
「
誹
」
と
は
別
の
字
で
、
特
に
関
係
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
た

と
え
ば
、「
藝
」
の
略
字
で
日
本
で
常
用
漢
字
に
な
っ
て
い
る
「
芸
」（
ゲ
イ
）
が
、
香
草
の
名
で
あ
る
「
芸
」

（
ウ
ン
）
と
は
別
字
で
、
何
の
関
係
も
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

唐
代
以
降
、「
誹
諧
」
と
い
う
表
記
は
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
日
本
で
は
、

そ
の
表
記
が
た
ま
た
ま
古
今
和
歌
集
と
い
う
権
威
あ
る
作
品
に
用
い
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
権
威
あ

る
表
記
、
さ
ら
に
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
表
記
と
し
て
使
わ
れ
続
け
た
。
そ
の
き
わ
め
て
ロ
ー
カ
ル
な
現
象

は
、
や
が
て
日
本
に
お
い
て
、
「
俳
諧
」
と
「
誹
諧
」
の
意
味
の
異
な
り
を
考
え
る
必
要
を
生
み
、
藤
原
清

輔
の
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
根
源
と
な
り
続
け
て
、
日
本
の
文
学
の
歴
史
、
そ

し
て
文
学
研
究
の
歴
史
を
多
彩
に
い
ろ
ど
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

（
付
記
）
本
論
は
、
中
古
文
学
会
関
西
部
会
第
四
十
五
回
例
会
（
平
成
二
八
年
一
一
月
一
二
日
、

於
武
庫
川
女
子
大
学
）
で
の
研
究
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
際
し
て
は
、

多
く
の
方
々
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上

げ
る
。 


